
 

 

第 42 回 横浜市福祉のまちづくり推進会議 次第 

 

１ 開会 

 

２ 議事 

（１） 改正福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル［建築物編］の原稿案及び市民意

見公募について      

（２） 福祉のまちづくり条例整備基準［公共交通機関の施設］の改正等の検討について 

 

３ 報告 

（１） 横浜市バリアフリー基本構想について 

（２） 横断歩道等における歩車道境界の段差に関する検討について 

（３） 29年度及び 30年度横浜市福祉のまちづくり条例推進事業について 

   

４ その他 

 

 

 

《配付資料》 

資料１ 改正福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル［建築物編］原稿案 

資料２ 改正福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル［建築物編］の原稿案及び市民

意見公募について 

資料２別紙 ユニバーサルツーリズム推進事業の概要 

資料３ 福祉のまちづくり条例施行規則［公共交通機関の施設］の改正等の検討について 

資料３別紙 交通バリアフリー基準及びガイドラインの見直しについて 

資料４ 横浜市バリアフリー基本構想について 

資料５ 横断歩道等における歩車道境界の段差に関する検討について 

資料６ 平成 29年度横浜市福祉のまちづくり推進に関する社会福祉協議会事業の福祉啓

発事業報告について 

資料７ 平成 29年度福祉のまちづくり推進事業の報告について 

資料８ 平成 30年度福祉のまちづくり推進事業 予算概要 

日時：平成 30年８月 23日（木） 

   午前 10時 00分から 12時 00分まで 

場所：横浜市開港記念会館 １号室 

 



改正福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル［建築物編］原稿案
（８月23日時点）
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No. 大項目 ﾍﾟｰｼﾞ番号 小項目
改正の

有無
改正内容

(1) ７　整備基準の適用 23-1 障害を理由とする差別の解消 追加

・「障害者差別解消法」や「改正障害者雇用促

進法」の解説をもとに、職場やバックヤード等

の整備指定施設整備基準が適用されない箇所に

ついても、配慮が必要な旨を解説

(2)

10  参考　高齢者・障害者等の行

動特性に配慮した各部寸法の考え

方

54-1

すべての人に使いやすい建物を

目指して～設計段階での障害の

ある当事者等の参加

追加
・設計段階での障害当事者参加の必要性を解

説。

No. 大項目 ﾍﾟｰｼﾞ番号 小項目
改正の

有無
改正内容

(3) 70
基本的な考え・指定施設整備基

準
○

・JIS Z8210（案内用図記号）の改正に伴い、

ピクトサインを変更

(4) 72 図3-2駐車場の誘導表示の例 ○
・JIS Z8210（案内用図記号）の改正に伴い、

ピクトサインを変更

(5) 98
基本的な考え・指定施設整備基

準
○ ・基本的な考えを修正

(6) 99 図9-1便所の構成要素 ○ ・図、解説を修正

(7) 100 指定施設整備基準 ー

(8) 101
図9-2高齢者、障害者等が円滑

に利用できる洗面器の例
○ ・解説を修正

(9) 102 図9-3男子用小便器の例 ○ ・出典資料名を修正

(10) 103 図9-4その他の便房の例 ○ ・図、解説を修正

(11) 104 指定施設整備基準 ー

(12) 105 図9-7車いす使用者用便房の例 ○ ・図、解説、利用者の声を修正

(13) 106 指定施設整備基準 ー

(14) 107

図9-8腰掛便座の位置及び構造

図9-9車いす使用者が円滑に利

用できる洗面台の例

○ ・解説を修正

(15) 108
コラム車いす使用者の便器への

アプローチ
ー

(16) 109 コラムトイレのマナー ○ ・本文を修正

(17) 110
指定施設整備基準

コラムオストメイト
○

・コラム本文を修正、JIS Z8210（案内用図記

号）の改正に伴い、マークに注釈を追加

(18) 111
図9-10その他の便房にオスト

メイト対応設備を設けた整備例
○

・図を変更（P112と入れ替え）

・解説、出典資料名を修正

(19) 112

図9-11車いす使用者用便房に

オストメイト対応設備を設けた

整備例

○
・図を変更（P111と入れ替え）

・解説を修正

(20) 113

コラム水栓器具の使用方法オス

トメイト（人工肛門・人工ぼう

こう保有者）

○
・写真の追加

・解説、出典資料名を修正

(21) 114
指定施設整備基準

コラム大きめのシート
○

・コラムに写真を追加

・解説、出典資料名を修正

Ⅰ　概要編

Ⅱ　施設整備マニュアル編

施設整備マニュアル構成表（目次）

9 便所

３　駐車場
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No. 大項目 ﾍﾟｰｼﾞ番号 小項目
改正の

有無
改正内容

(22) 115 図9-13便所の標識の整備例 ○

・図を修正

・JIS Z8210（案内用図記号）の改正に伴い、

一部のピクトサインを変更

(23) 115-1
多機能トイレに利用者が集中し

ている背景
追加

・多機能トイレに利用者が集中している背景を

解説。その他、異性介助の配慮における、男女

共用便房の必要性等、実態に即したトイレの設

計が必要となっている点を解説。

(24) 115-2
多機能トイレへの利用者集中を

解消する整備例
追加

・利用者集中を解消する考え方として、トイレ

の整備例を２つ紹介

・腰掛便器についたオストメイト対応設備を紹

介

(25) 115-3

施設全体における機能分散①

～多機能トイレへの利用者集中

を解消する考え方

追加

・利用者集中を解消する考え方として、施設全

体での整備例を紹介。フロアの利用者の属性に

合わせた、トイレ整備を解説。

(26) 115-4
施設全体における機能分散②

～案内表示の重要性
追加

・トイレ設備の機能分散を行った場合の適切な

案内表示の方法について解説

(27) 116
基本的な考え・指定施設整備基

準
○ ・基本的な考えを修正

(28) 117
図10-1車いす使用者が利用で

きる浴室の整備例
○

・図を変更（建築設計標準の図参考）

・解説を変更

(29) 118
図10-2個別浴室の例（車いす

使用者向け）
○ ・図を変更（建築設計標準の図参考）

(30) 119
図10-3シャワー室の例

コラム入浴を補助する福祉用具
○

・図を変更

・コラムを新規に追加（入浴を補助する福祉用

具の紹介。福祉用具の利用を前提する場合は、

用具を利用するための設計上の配慮を行うこと

が望ましいことを解説。）

(31) 120
基本的な考え・指定施設整備基

準
○ ・基本的な考えを修正

(32) 121 図11-1ツインルームの例 ○ ・図、解説、利用者の声を修正

(33) 122 指定施設整備基準 ー

(34) 123

図11-2シングルルームの例

図11-3ベッドの高さ、間隔の

整備例

○ ・図、解説を修正

(35) 124

図11-4スイッチ、コンセント

の高さの整備例

図11-5クローゼット、屋内信

号装置の整備例

○ ・図、解説を修正

(36) 124-1
ホテル又は旅館の一般客室のバ

リアフリー化の促進
追加

・建築設計標準で紹介されている、一般客室の

バリアフリー化の方法について紹介

★ 124-2
一般客室のバリアフリー改修事

例
追加

・市内ホテルの一般客室のバリアフリー改修事

例を紹介

(37) 125
こころのバリアフリーを進める

ために
○

・本文、写真の注釈を修正（コミュニケーショ

ンボードのJIS規格の番号を追記）

9 便所

10　浴室、シャワー室又は更衣室

11　ホテル又は旅館の客室
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No. 大項目 ﾍﾟｰｼﾞ番号 小項目
改正の

有無
改正内容

(38) 126
基本的な考え・指定施設整備基

準
○ ・基本的な考えを修正

(39) 127 図12-1客席の整備例 ○ ・図、解説の修正を修正

(40) 127-1
図12-2車いす使用者用客席ま

わりの整備例
○ ・図、解説を修正

(41) 128

図12-3高齢者・障害者等の利

用者に配慮した動線の確保など

の例

○ ・図、解説、利用者の声を修正

(42) 128-1 サイトライン（可視線） 追加
・サイトラインの概念や、サイトラインを確保

するための配慮について解説

(43) 130
基本的な考え・指定施設整備基

準
ー

(44) 131

図13-1標識（ピクトグラム）

の例

コラム国際シンボルマークにつ

いて

○
・JIS Z8210（案内用図記号）の改正に伴い、

ピクトサインを変更

(45) 18　誘導設備等 142
基本的な考え・指定施設整備基

準
○ ・コラム本文修正

(46) 148
基本的な考え・指定施設整備基

準
○

・JIS Z8210（案内用図記号）の改正に伴い、

ピクトサインを変更

(47) 152 指定施設整備基準 ー

(48) 153

図20-4乳幼児連れ利用者に配

慮した便所の整備例

図20-5乳幼児連れ利用者に配

慮した便房の整備例

○ ・解説修正

No. 大項目 ﾍﾟｰｼﾞ番号 小項目
改正の

有無
改正内容

(49) 285 (2)案内用図記号 ○
・JIS Z8210（案内用図記号）の改正に伴い変

更

(50) 286 (2)案内用図記号 ○
・JIS Z8211（案内用図記号）の改正に伴い変

更

(51) 287

(3)視覚障害者誘導用ブロック

等の突起の形状・寸法及びその

配列

○
・JIS T9251（視覚障害者誘導用ブロック等）

の改正に伴い変更

(52) 288

(3)視覚障害者誘導用ブロック

等の突起の形状・寸法及びその

配列

○
・JIS T9252（視覚障害者誘導用ブロック等）

の改正に伴い変更

６　JIS規格

Ⅲ　資料編

13　標識

20　乳幼児連れ利用者に配慮した

設備

12　客席及び舞台
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車いす使用者［自立］

多様な利用者の行動フローと主な配慮ポイント

便器に移乗する前に手荷物をフック
に掛けます。

動作の妨げにならない位置に荷物
を掛けられるフックを設置することが
望ましい。

便器の前方と側方に車いすがアプ
ローチできる十分な空間を確保する。

車いすを便器側方または斜め前方､または前方につけ､
車いすや手すりを持って車いすから便座に移乗します。

便器に座ったまま手（指）洗いをします。

座位姿勢で手洗いが必要な方や、
座った状態でないと手洗いができな
い方もいます。
便器横に手洗器を設置することが
望ましい。

ラクな姿勢でしっかり手を洗います。

洗面器に十分アプローチできるよう
にする。

斜め前方アプローチ（立位移乗の場合）

直角アプローチ（座位移乗の場合）

便器の側方に車いすがアプローチ
できる十分な空間を確保する。

側方アプローチ（座位移乗の場合）

便器の前方に車いすがアプローチ
できる十分な空間を確保する。

正面アプローチ（立位移乗の場合）

便器の側方に車いすがアプローチ
できる十分な空間を確保する。
壁側手すりは前出の大きいものを選
び移乗時に頭が壁と接触しないよう
に手すりと壁との空間を確保する。

自立の車いす使用者の身体状況はさまざまであるため、便器
へのアプローチは多様な方法があります。多様なアプローチ
方法に対応できるように便器まわりに十分スペースを確保し、
便器オープン側は可動式手すりを設置します。

便器の側方に便器と車いすが接す
るように車いすをつけ、車いすや手すり
を持って（もしくは便座に手をついて）
腰をスライドさせて車いすから便器に
移乗します。

便器に対してほぼ直角にアプローチし、
便器と車いすが接するように車いす
をつけ、車いすや手すりを持って腰を
スライドさせて車いすから便器に移
乗します。

便器に対して斜め前方からアプロー
チし、手すりを使っていったん立ち上
がり、便器に移乗します。

便器の正面に車いすをつけ、手すり
を使って便器に移乗します。POINT

POINT

POINT

POINT

POINT

POINT

POINT

※ここで紹介している各行為は、あくまでも一例であり、身体状況・性別などにより個人差があります。

手（指）を洗う

ドアを開ける

トイレに入る

ドアを閉めかぎを掛ける

便器に近づく

荷物をフックに掛ける

立ち上がり脱衣

立位移乗の場合座位移乗の場合

脱衣

着衣

便座に座る

便座に座る

手すりを持ち体を安定させる

後始末をする

便器を洗浄する

車いすに移乗する

手を洗う

手を乾かす

ドアを開ける

トイレから出る

ドアを閉める

手（指）などが
汚れた場合
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便器の前方と側方に車いすがアプ
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車いすを便器側方または斜め前方､または前方につけ､
車いすや手すりを持って車いすから便座に移乗します。

便器に座ったまま手（指）洗いをします。
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に手すりと壁との空間を確保する。

自立の車いす使用者の身体状況はさまざまであるため、便器
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1.汚物流し使用の場合

ドアを開ける

トイレに入る

ドアを閉めかぎを掛ける

脱衣

汚物流しに近づく

排せつ物を捨てる

ストーマ装具を外す

新しいストーマ装具に取り替える

ストーマ周辺をきれいにする

使用済ストーマ装具を捨てる前に洗う

後始末する

手を洗う

汚物流しを洗浄する

着衣

ドアを開ける

トイレから出る

ドアを閉める

多様な利用者の行動フローと主な配慮ポイント

ストーマ装具（パウチ）にたまった排
せつ物を汚物流しに捨てる。

ストーマ装具（パウチ）内の排せつ物
を捨てやすい大きさ・形状・高さの
汚物流しが必要。

（ストーマ装具（パウチ）を交換する場合）
使用済みのストーマ装具（パウチ）を
捨てる前に洗う。 

ストーマ装具（パウチ）を洗いやすい
水栓が必要。

2.腰掛便器（パウチ・しびん洗浄水栓付）使用の場合

オストメイト（人工肛門・人工ぼうこう保有者）

※ここで紹介している各行為は、あくまでも一例であり、身体状況・性別などにより個人差があります。

ストーマ装具を外す

使用済ストーマ装具を洗浄し、捨てる

新しいストーマ装具に取り替える

オストメイトの排せつ処理は汚物流しや一般便器で
行います。ストーマ装具から便が漏れるなどのトラブル
の際にはシャワー付きの汚物流しが便利です。

便座を上げた状態で、パウチ・しびん
洗浄水栓を使って使用済みのストー
マ装具（パウチ）を捨てる前に洗う。

〈使用時〉 〈収納時〉

パウチ・しびん洗浄水栓

ストーマ装具を
新しいものに
交換する場合

【ご注意】当社の「パウチ・しびん洗浄水栓」は、腹部の洗浄はできません。

ドアを開ける

トイレに入る

ドアを閉めかぎを掛ける

便器に近づく

脱衣

後始末する

手を洗う

便器を洗浄する

着衣

ドアを開ける

トイレから出る

ドアを閉める

排せつ物を捨てる

ストーマ装具を
新しいものに
交換する場合
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　多機能トイレの整備を否定するものではありませんが、特に利用者が多い場合は多様な利用者のニーズを複数のトイ

レで対応する設計を検討して下さい。重要です。
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●客室出入口の内側に車いすが回転できるスペース
　を確保

　客室から洗面所へ

の出入口を開き戸か

ら引き戸に変え、さ

らに洗面所とバス

ルームの間にあった

ドアを外して段差を

解消しました。この

結果、室内からバス

ルームにスムーズに

進入することができ

るようになります。

●入浴への配慮
　浴室への手すりの設置とともに、バスタブへ入るの

に便利な回転座面付きの手すり、シャワーチェア、滑り

止めマットなどの福祉用具の貸し出しも行っています。

●洗面台を使いやすく改修
　洗面台の下部は、車いす使用者の膝が入る構造になっ

ています。また、水栓がレバー式で、かつ蛇口が手前に

長いものに変えています。

●ツインルームのトリプル化を可能にする工夫
　介助者が同行する場合などに、３人でも同じ部屋に泊まれるようにツインルームのベッドの下にもう１台のベッドを

収納しています。いわゆるエキストラベッドのような簡易なベッドではなく、引き出して組み立てると他の２台と全く

同じ仕様のベッドになります。

　出入口内側にあった

クローゼットの奥行き

を 50cm 程度下げるこ

とで、車いすが回転で

きる広いスペースを確

保しています。

　客室の出入口がもと

もと 80cm であること

に加え、奥行きも確保

されたことでさらに使

用しやすくなりました。

●バスルームの出入口を引き戸とし、段差を解消

80cm 50cm
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飛行機／空港
Aircraft/Airport 

鉄道／鉄道駅
Railway/Railway station

船舶／フェリー／港
Ship/Ferry/Port

バス／バスのりば
Bus/Bus stop

タクシー／タクシーのりば
Taxi/Taxi stop

自転車
Bicycle

駐車場
Parking

＜商業施設図記号＞

レストラン
Restaurant

喫茶・軽食
Coffee shop

会計
Cashier

＜交通施設図記号＞







改正福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル［建築物編］の原稿案及び市民意見公募について  

 
１ 趣旨 

東京 2020 オリンピック・パラリンピックの開催を見据え、国土交通省はバリアフリー法（※１）に

基づく「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」（以下「建築設計標準」（※２）と

いいます。）」を平成 28 年度末に改正しました。 
建築設計標準における基準やそれに関する表記と整合性を図ること、また、東京 2020 オリンピッ

ク・パラリンピックに向けた取組内容を市民や事業者に周知し、広く展開していくことを目的として、

福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル［建築物編］（以下「施設整備マニュアル」といいます。）の

改正を推進会議の下部組織である専門委員会において検討し、原稿案が完成しましたので、ご報告しま

す。 
（※１）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 
（※２）すべての建築物が利用者にとって使いやすいものとして整備されることを目的に、設計者、建築

主、審査者、施設管理者、利用者に対して、適切な設計情報を提供するためのバリアフリー設計

のガイドライン 
 

２ 施設整備マニュアルの主な改正概要 

 主に建築設計標準の改正で示された、「便所」や「ホテル又は旅館の客室」の項目を中心に検討しま

した。 
建築設計標準の改正内容の反映、運用上追加した方が望ましい内容、専門委員会委員に指摘を受けた

内容、JIS の改正等に伴う所要の変更を行っています。 
 

（参考） 
平成 29 年３月 建築設計標準の主な改正内容 
・ホテル客室のバリアフリー化の促進 

   「バリアフリーに配慮した一般客室」の設計標準の追加 
・トイレのバリアフリー化の促進 
多機能トイレへの利用者の集中を避けるため、個別機能の分散配置を促進 等 

 
項目別の主な改正内容は以下のとおりです。 
 
便所 
異性介助に配慮した設計、多機能トイレ（※１）への利用者集中を解消するための設備の適切な配置 

・異性介助に配慮し、男女が共用できる位置に設けること、また、男女が共用できる位置に設けた車い

す使用者用便房には大きめのシートを設けることを望ましい整備として追加する他、コラムで紹介。

（P.99、P.115-1 他） 
・多機能トイレへの利用者集中を解消する設計上の配慮の具体例、施設全体でのトイレの機能分散及

び案内表示のポイントをコラムで紹介。（P.99、P.115-1～4） 

資料２ 

（裏面あり） 



（※多機能トイレを否定しているわけではなく、利用者が多い施設等、多機能トイレへ利用者が集中す

る可能性の高い施設では、機能分散をした設計に配慮するよう勧めています。） 
 
浴室、シャワー室又は更衣室 
実際の利用をより詳細に想定した上での図の変更 

・実際の利用を想定し、設備等をより充実させ、配慮ポイントもより丁寧な内容に修正。（P.117～119
【図 10-1～3】） 
・入浴の際に使用する福祉用具をコラムで紹介。（P.119） 

 
ホテル又は旅館の客室 
一般客室のバリアフリー化 

 ・国内外からの旅行客の利用増加を見込み、車いす使用者用客室だけではなく一般客室のバリアフリ

ー化の重要性についてコラムで紹介。また、建築物のハードの対応と合わせて、情報提供やサービス等

のソフト対応（人的対応）の充実についても言及。（P.124-1） 
 【参考】文化観光局観光振興課「ユニバーサルツーリズム推進事業」（資料２別紙） 
 
客席及び舞台 
休憩スペースや区画された観覧室 

・乳幼児連れや障害によって配慮が必要な人に対し、休憩スペースや区画された観覧室の必要性を利

用者の声で紹介。（P.128） 
サイトライン（※２）について 

・サイトラインの確保の重要性についてコラムで紹介。（P.128-1） 
 
その他 
 ・障害者差別解消法（P.23-1）、設計段階での障害のある当事者等の参加（P.54-1）についてコラムで紹

介。 
 
（※１）車いす使用者用トイレに乳幼児用設備やオストメイト用設備等が設置されているトイレ 
（※２）客席・観覧席の各々の人が前列の人の頭又は肩を越して対象（舞台やスクリーン、競技スペース

等）を見るために遮られるべきでない、各々の人の視野の限界線 
 
３ 市民意見公募と今後の対応について 

・９月上旬～10 月上旬 市民意見公募を実施。 
・いただいた市民意見を参考の上、必要に応じ案の修正を行い、専門委員会及び推進会議委員にご了解

のもと、改正施設整備マニュアルとして確定。 
 ・12 月下旬 「施設整備マニュアル」の増補版として発行 
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福祉のまちづくり推進会議資料
文化観光局観光振興課



 

 

福祉のまちづくり条例施設整備基準［公共交通機関の施設］の改正等の検討について 

 
 
１ 趣旨 

国土交通省は、公共交通分野のバリアフリー水準の底上げを図るため、平成 30 年 3 月にバリ

アフリー法（※１）に基づく「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備

に関する基準を定める省令」（以下「交通バリアフリー基準」といいます。）及び「公共交通機関

の移動等円滑化整備ガイドライン（旅客施設編・車両等編）」（以下「ガイドライン」といいます。）

を改正しました。 
新たな交通バリアフリー基準及びガイドラインと整合性を図ることを目的として、横浜市福祉

のまちづくり条例施行規則に規定する公共交通機関の施設の整備基準（以下「整備基準」といい

ます。）を見直します。 
 また、本市における運用上の課題もあることから、国への動向への対応とともに検討を行いま

す。 
 
※１高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 
 
２ 検討の進め方（案） 

(1)  検討の内容 
交通バリアフリー基準及びガイドラインの改正内容を中心に、これまでの運用上の課題整理

もあわせて検討します。 
規則の改正について検討したのち、それに基づいて、施設整備マニュアル［公共交通機関の施

設］の見直しを行います。 
 
交通バリアフリー基準及びガイドラインの主な改正内容（詳細は別紙参照） 

・駅等におけるバリアフリールートの最短化・複数化 
・乗継ぎ経路のバリアフリー化 
・エレベーターのかごの大きさ等 
・トイレのバリアフリー化 
・ホームからの転落防止 

など       
交通バリアフリー基準及びガイドラインのうち、車両に関する基準は本市整備基準に定めが

ないため、検討項目からは除きます。 
 

 

 

（裏面あり） 

  

資料３ 



(2)   検討方法 
推進会議の下部組織である 専門委員会（※２）において、検討します。 

  なお、専門委員会の設置は第 41 回推進会議（平成 29 年 12 月開催）においてご了承いただ

いています。 
 
（※２）根拠法令 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  なお、専門委員会の議事内容は推進会議に報告し、推進会議でいただいたご意見は専門委員

会にフィードバックします。 
 

３ これまでの経過及び今後のスケジュール（予定） 

基準等 
時期 

建築物 公共交通機関の施設 

H29 年度 
12 月 

○専門委員会の設置 
 
○専門委員会において検討 

（計４回） 

－ 

H30 年度 
８月 
９月～10 月 
10 月～11 月 

 
12 月頃 

 
○改正マニュアルの素案確定 
○市民意見公募 
○市民意見公募の結果公示 
○改正マニュアル確定 
○発行 
 

 
 
 
 
○専門委員会において検討 
 （２、３か月に１回程度） 

H31 年度 
 秋頃 

 
 
 
（時期未定） 
○専門委員会において検討 
○マニュアルの検討 

 
○改正規則の素案確定 
○マニュアルの検討 

 

横浜市福祉のまちづくり条例第７条第３項 

 推進会議に、必要に応じ小委員会又は専門委員会を置くことができる。 

横浜市福祉のまちづくり推進会議運営要綱第７条 

推進会議は、福祉のまちづくりの推進に必要な調査研究等を行うため、条例第７条第３項

に定める専門委員会を置くことができる。 

２ 専門委員会は、会長のほか推進会議の委員若干名及び必要に応じて臨時委員により組

織する。 

３ 専門委員会に所属する委員は、会長が推進会議に諮り指名する。 

４ 専門委員会は、会長をもって委員長とし、副委員長を１人置く。 

５ 専門委員会は、委員長が招集する。 

６ 第１項の調査研究等とは、次に掲げる事項とする。 

（ １ ） 福祉のまちづくりに係る専門的事項の検討 

（ ２ ） 専門性の高い特別な事項の検討及び調査研究 

（ ３ ） 福祉のまちづくりに関する事務局への助言 



○バリアフリールートが１ルートのみであること等により、高齢者、
障害者等が車両等に乗降する際に、著しく長距離・長時間の移
動を余儀なくされるケースが存在。
※現行基準：１ルート以上

○バリアフリールートの最短経路化を義務付け【省令】

○大規模な鉄道駅については、バリアフリールートの複数化を
義務付け【省令】

現状 対応の内容

○高齢者、障害者等が乗継ぎの際、著しく長距離・長時間の移動
を余儀なくされるケースが存在。
※現行基準：規定なし

○乗継ぎルートについてバリアフリー化し、かつ、当該ルートの
最短経路化を義務付け【省令】

○別事業者の乗降場との乗継ぎ円滑化も推進【ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ】

○高齢者、障害者等がエレベーターの前で待たされ、
エレベーターの利用までに著しく長時間を要する
ケースが存在。
※現行基準：カゴの大きさ１１人乗り以上

○旅客施設の利用の状況に応じたエレベーターの
複数化・大型化を義務付け【省令】
○ｴﾚﾍﾞｰﾀｰの大きさを決定する際には、以下の表
を参照【ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ】

○障害者、高齢者等の「優先マーク」設置を推進
【ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ】

乗継ぎルートのバリアフリー化について

駅等におけるバリアフリールートの最短化・複数化について

エレベーターかごの大きさ等について

＜優先マークの例＞

最大定員[人] かごの内方
幅[cm]

かごの内方
奥行き[cm] 備考

11 140 135
13 160 135
15 160 150

180 150
200 135
180 170
200 150
200 175
215 160

必要に応じて上記以上の大きさも考慮。

17
Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドライン
において標準とされる整備内容

20

24
Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドライン
において推奨とされる整備内容

＜エレベーターの大きさ＞

交通バリアフリー基準及びガイドラインの見直しについて

01161052
長方形

01161052
テキストボックス
資料３別紙



○視覚障害者のホームからの転落事故を防
止していく必要。
※現行基準：ホームドアが設置されていないホーム
には点状ブロックを敷設

○鉄道駅ホームの縁端に視覚障害者誘導用ブロックを敷設する
際は、内方線付き点状ブロックとすることを義務付け【省令】

○ブロックの形状について、JIS規格に統一【省令】

○プラットホームと車両床面に段差及び隙間
があるため、車椅子使用者等が乗降する際
には渡り板等が必要となり、駅員等の介助
なしに単独で乗降することができないケー
スがほとんど。
※現行基準：段差・隙間はできる限り平ら・小さいもの
であること

車両

ホーム

○新幹線等について、車椅子スペースが満席の場合
乗車できないケースや、同スペースが狭く利用しづら
いケースが存在。

○通勤型車両について、車椅子スペースが不足し、乗
りたい列車に乗れない等のケースが存在。

※現行基準：１列車１箇所以上
(参考)「通勤型車両」･･･つり革等を用いた乗車が想定され

ている車両。

○車椅子スペースを現行の１列車１箇所以上から、
１列車２箇所以上とすることを義務付け【省令】
※併せて、車椅子スペースについて、大きさ及び他の旅
客等の通行に支障のない通路幅を具体化【通達】

○通勤型車両については、利用の状況に応じ１車両
１箇所以上とすることを標準化【ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ】

○多機能トイレを必要とする方が利用したいときに利用できない。
※現行基準：１以上の便房を多機能化

○多機能トイレを前提とした規定から、トイレのバリアフリー機能※

を複数の便房へ分散配置することができるように規定を見直し
【省令】
※車椅子に対応した広いスペース等、オストメイト

トイレのバリアフリー化について

ホームからの転落防止について

プラットホームと鉄道車両床面の段差及び隙間の解消

鉄道車両の車椅子スペースについて

交通バリアフリー基準及びガイドラインの見直しについて

現状 対応の内容

○軌道がコンクリート構造であるなど一定の場合において、
車椅子使用者が介助なしに単独で乗降できるように段差、
隙間を解消することを標準化【ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ】

○鉄道の安全を確保しつつ、車椅子使用者等が単独で円滑
に乗降できる段差、隙間等の要件等について、平成30年
度に専門的な調査研究を実施。その結果を踏まえ、基準
及びガイドラインへの反映を改めて検討
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横浜市バリアフリー基本構想について 
 

１ 横浜市の検討体制 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 基本構想の策定状況 
 

横浜市では、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（通称：バリアフリ

ー法）に基づき、区役所最寄り駅周辺地区など、高齢者、障害者等がよく利用する施設があり、

重点的かつ一体的にバリアフリー化を図る必要がある地区 を対象に、バリアフリー基本構想の

策定 を進めており、平成 28年度に全 18区において、各区１地区での策定が完了しました。 

平成 28年度からは区単位で、策定済み地区の見直しと新規策定地区（３地区程度）をまと

めたバリアフリー基本構想の策定を進めています。 

 

平 成 3 0 年 ８ 月 2 3 日 

福祉のまちづくり推進会議資料 

道 路 局 企 画 課 

横浜市福祉のまちづくり推進会議 

＜条例に基づく附属機関＞ 

福祉のまちづくりの推進に関する基本的事項を調査・審議する。 
 

検討状況の報告等 

横浜市バリアフリー検討協議会 

基本構想に関する検討を行い、専門的見地からの意見を聴取する。 

検討状況の報告等 

各区毎の区部会 

各区の基本構想に関する具体的な検討を行い、意見を聴取する。 

資料４ 

策定イメージ 策定状況 
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策定済み地区【18地区】 
  地 区 名 該当区 開始 策定 整備目標 

１ 関内駅周辺 中区 H15.8 H16.8 H22 

２ 鶴見駅周辺 鶴見区 H15.9 H16.8 H22 

３ 横浜駅周辺 西区 H16.2 H18.8 H22 

４ 新横浜駅周辺 港北区 H16.3 H18.8 H22 

５ 三ツ境駅周辺 瀬谷区 H17.6 H19.3 H22 

６ 戸塚駅周辺 戸塚区 H18.7 H20.5 H22 

７ 上大岡駅・港南中央駅周辺 港南区 H18.8 H20.5 H22 

８ 都筑区タウンセンター周辺 都筑区 H20.6 H22.5 H26 

９ 星川駅周辺 保土ケ谷区 H21.4 H23.3 H27 

10 本郷台駅周辺 栄区 H21.7 H23.8 H28 

11 大口駅・子安駅周辺 神奈川区 H22.2 H23.12 H28 

12  二俣川駅周辺 旭区 H22.8  H24.5 H29 

13 金沢文庫駅・金沢八景駅周辺 金沢区 H22.10 H25.3 H29 

14 いずみ中央駅・立場駅周辺 泉区 H23.8 H25.3 H29 

15 杉田駅・新杉田駅周辺 磯子区 H24.7 H26.3 H30 

16 阪東橋駅・黄金町駅周辺 南区 H25.7 H27.3 H31 

17 市が尾駅周辺 青葉区 H26.7 H28.3 H32 

18 十日市場駅周辺 緑区 H27.7 H29.3 H33 

 

策定中【２区】  

区 名 対象駅 開始 策定 検討状況・今後の予定 

戸塚区 戸塚駅 

（見直し） 

 

東戸塚駅 

舞岡駅 

（新規） 

H29.3 H30.秋 

予定 

第１回区部会（H29.3.28） 

地区の現状把握 

生活関連経路・生活関連施設の検討など 

まちあるき点検ワークショップ 

（H29.6.23、H29.6.30） 

第２回区部会（H29.12.18） 

 まちあるき点検結果等の整理 

 地区の課題と対応策の検討 

第３回区部会（H30.4.27） 

 基本構想原案の提案 

保土ケ谷区 星川駅 

（見直し） 

 

天王町駅 

保土ケ谷駅 

（新規） 

H29.9 H31.2 

予定 

第１回区部会（H29.9.14） 

地区の現状把握 

生活関連経路・生活関連施設の検討 な

ど 

まちあるき点検ワークショップ 

（H29.11.24、H29.11.28） 

第２回区部会（H30.7.23） 

 まちあるき点検結果等の整理 

 地区の課題と対応策の検討 

第３回区部会（H30.11予定） 

 基本構想原案の提案 
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３ 基本構想の進め方等について 

(1) 区ごとの策定の進め方 
日ごろからその地域を利用している当事者の方々の意見を反映するため、地域の高齢者、

障害者、子育て世代等で構成される 区部会を区ごとに組織し、当事者意見の反映に努めて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 特定事業の進め方 
基本構想には、バリアフリー化を重点的かつ一体的に推進するための基本的事項を位置

づけます。基本構想策定後、重点整備地区内の鉄道駅、道路、建築物、公園などの 各施設

設置管理者は、基本構想に位置づけた バリアフリー化のための事業（特定事業）を実施し

ます。特定事業には実施義務 が課せられるため、重点整備地区内の バリアフリー化を重点

的かつ一体的に推進 することができます。 
 

バリアフリー基本構想 …市町村（バリアフリー化を重点的かつ一体的に推進するための基本的事項） 
   

→ 公共交通特定事業 →鉄道、バス事業者（鉄道駅、車両等のバリアフリー化） 
   

→ 道路特定事業 →道路管理者（歩道等のバリアフリー化） 
   

→ 路外駐車場特定事業 →路外駐車場の管理者（路外駐車場のバリアフリー化） 
   

→ 都市公園特定事業 →都市公園（都市公園のバリアフリー化） 
   

→ 建築物特定事業 →建築主（建築物のバリアフリー化） 
   

→ 交通安全特定事業 →公安委員会（音響式信号機の設置等） 
   

→ その他の事業 →対応が必要な施設設置管理者等（ソフト施策等によるバリアフリー化） 

 

(3) 基本構想の閲覧等 
策定済みのバリアフリー基本構想は、道路局企画課のホームページ上に公開 しています。また、

冊子を道路局企画課でご覧いただけます。 

 

第２回区部会 

・まちあるき点検結果の整理 ・地区の課題と対応策の検討 

基本構想原案 

国へ提出『基本構想策定』 

第１回区部会 

・バリアフリー法や基本構想の内容把握 ・地区の現状把握 

・重点整備地区、バリアフリー化を図る経路、生活関連施設の検討 

・まちあるき点検の企画 など 

各事業者が基本構想に基づいて事業計画を作成し事業を実施 

第３回区部会 

・基本構想原案の提案 

事業者との調整 

法に基づく事業者と

の協議 

まちあるき点検 

ワークショップ 

バリアフリー 

に関する情報募集 

概
ね
２
年
間 

 



 

 

 

 

横断歩道等における歩車道境界の段差に関する検討について 

１ 目的 

 横断歩道等に接続する歩道と車道の境界部の望ましい縁端構造について、様々な道路利用

者の意見を聴きながら、市の対応の方向性について検討を進めます。 

 

２ 横断歩道等における歩車道境界の段差の考え方 

  現在横浜市では、横断歩道等に接続する歩道と車道の境界部（以下、「歩車道境界部」

といいます。）における段差の高さは、２センチメートルで整備しています。これは、視

覚障害者が歩車道境界部を白杖や足により容易に認知でき、かつ、車いす使用者が困難な

く通行できるよう、標準的な高さとして基準化しています。 

 

【参考：神奈川県が整備を進める段差改善ブロックについて】 

神奈川県では、視覚障害者の識別性と車いす使用者の通行性等をより両立できる歩車道

境界部の段差改善ブロックとして、セイフティブロックを平成７年に開発し、整備を進め

ています。 

セイフティブロックは、今現在、神奈川県や横浜市以外の自治体で整備が進められてい

るほか、国土交通省横浜国道事務所でも採用され、横浜市内の直轄国道で整備されていま

す。 

 

 【参考：道路の移動等円滑化整備ガイドライン（発行：（財）国土技術研究センター）より】 

  道路移動等円滑化基準第 9 条では、横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端は、車道よ

りも高くし、その段差は 2 センチメートルを標準とするものとしています。この 2 セン

チメートルはあくまでも標準値であり、視覚障害者の識別性及び車いす使用者の通行性を

高いレベルで両立できるとは限らず、各地域で、望ましい構造について障害者等がお互い

に合意し、評価を実施していくことが重要であるとしています。 

 

《横浜市基準の整備写真》      《神奈川県基準の整備写真（セイフティブロック）》 

 

 

 

 

 

 

 

 

  《横浜市基準の断面イメージ》        《神奈川県基準の断面イメージ》 

  

福祉のまちづくり推進会議資料 

平成 30 年８月 23 日（木） 

横 浜 市 道 路 局 施 設 課 

資料５ 

2.5cm 
5mm 

歩道 



３ これまでの主な検討経緯 

・平成２８年１２月 都筑区すみれが丘地区で、2 か所の十字路交差点の歩車道境界部に 

セイフティブロックを試行整備 

《試行整備位置図》            《整備後現地写真》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・平成３０年５月 二俣川駅南口駅前交差点でセイフティブロックを試行整備 

《現地確認会開催時写真》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

４ 今後の検討の方向性 

 現地確認会でのご意見、他の道路管理者（国、他自治体）の情況等を総合的に勘案し、今

後、横断歩道等の歩車道境界部の縁端構造に係る市の対応の方向性について検討を進めます。 

《平成 30年 6月 26日現地確認会参加団体》旭区老人クラブ連合会、NPO法人アニミ、NPO法

人子そだちしえん・あさひ、NPO法人横浜市視覚障害者福祉協会、神奈川県視覚障害者の生活と

権利を守る会、横浜市肢体障害者福祉協会、横浜市車椅子の会、横浜市心身障害児者を守る会連

盟、横浜市脳性マヒ者協会（５０音順） 

《平成 29年 3月 9日現地確認会参加団体》都筑区視覚障害者福祉協会 

試行整備箇所 



 

 

 

平成 29年度横浜市福祉のまちづくり推進に関する 

社会福祉協議会事業の福祉啓発事業報告について 

 

１ 福祉教育（啓発）事業 

（１）先生のための福祉講座（市教育委員会・各区社協との共催） 

市内の小中高校（公私問わず）、盲・ろう・特別支援学校の教職員を対象に福祉学習につ

いての基本理解のための講座を開催しました。 

事例提供されたプログラムを持ち帰り、自校の授業に活用するなどの波及効果が見られ

ています。 

  開 催 日：平成 29年 8月 18日（金） 

※午前・午後で２回開催 

  参 加 者：延べ 54名 

  講  師：長沼 豊氏（学習院大学文学部教育学科 教授） 

 

（２）小・中学校、高等学校等での福祉講座の実施 

福祉教育プログラム集「やってみよう！福祉教育！」を活用し、18 区社協において障害

当事者やボランティア、地域住民などの協力をいただき、市内の小中高校（公私問わず）で

授業の中で障害理解等に関する福祉講座を、349件(延べ参加者 38,209名)実施しました。 

市社協から区社協に、福祉体験に伴う整備費用等の一部を補助しています。 

後日、障害理解の当事者講師として参加した方が通う施設に、生徒が遊びに行ったとの

報告があり、福祉啓発をきっかけに、地域と福祉がつながるまちづくりへと広がっていく

動きが見られています。 

 

２ 企業向けの福祉啓発研修 

市社協では、企業からの依頼を受けて「企業向け福祉啓発研修 プログラム集」を活用

した社員向けの研修会を実施し障害理解をはじめとした福祉啓発を行いました。 

企 業 数：４社、参加者 468名 

平 成 3 0 年 8 月 2 3 日 

横 浜 市 社 会 福 祉 協 議 会 

資料６ 



1 

平成 29年度 福祉のまちづくり推進事業の報告について 

 

１ 横浜市福祉のまちづくり条例推進事業 

(1) 横浜市福祉のまちづくり推進会議等の開催 

・横浜市福祉のまちづくり推進会議の開催（年２回） 

・横浜市福祉のまちづくり推進会議専門委員会の開催（年２回） 

 
(2) 条例対象施設についての事前協議・相談等（通年） 

・横浜市福祉のまちづくり条例の対象となる施設を新設又は改修する際に、安全かつ円滑に利

用できるようにするため、事前協議等を実施。 

（参考）平成 29年度協議件数 665件（うち適合件数 252件（約 37.9％適合）） 

 

(3) 福祉のまちづくり普及啓発 

  ア 福祉教育 
・子ども用啓発リーフレットの配布（７月中旬） 
「さぁ、行動しよう！福祉のまちづくり」の増刷（約 40,000部） 
市内全小学校４年生に、授業等での活用事例集と合わせて配布、総合学習などに活用。 

 
イ 「福祉のまちづくり研修」の実施 
   横浜市職員及び市内の建築関係者を対象に、福祉のまちづくり条例、同条例施行規則に

おける基本理念の学習とともに、セミナー、車いす体験や白杖を用いたフィールドワーク

を通して、施設整備基準の根拠を理解し、実際の業務に反映させていくことを目的に実施。 
 
  【開催概要】 

     ① 日 時 １日目：平成 29年 11月８日（水） ９時 45分～17時 15分 

           ２日目：平成 29年 11月９日（木） ９時 45分～17時 15分 

     ② 会 場 横浜市障害者スポーツ文化センター 横浜ラポール 

③ 受講者 合計 41名（１日目：20名、２日目：21名） 

       ※受講者内訳 

        本市職員・・・・41名 

（うち事務 10名、建築 12名、土木 11名、造園２名、電気５名、機械１名） 

     ④ 内容 

・(株)LIXILによるトイレセミナー 

・障害当事者講話（視覚障害、内部障害【呼吸器】） 

・車いす体験、白杖を用いたフィールドワーク 

・整備事例検討グループワーク 

 

資料７ 
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（写真）当日の様子 

   
 

  ウ 福祉のまちづくり研修会 

「トイレからひろがる やさしいまちづくり」 

（主催：横浜市、共催：神奈川県、川崎市） 

横浜市、川崎市を含む神奈川県下の建築関係者を対象に、福祉のまちづくりやバリアフリ

ー、ユニバーサルデザイン等の理解を深めることを目的に実施。 

【開催概要】 
  ① 日時：平成 30年２月 14日（水） 14時 00分～16時 30分 

  ② 会場：横浜市開港記念会館 １階 １号室 

  ③ 参加者：建築関係者（建築士等）、交通事業者、行政職員 等 

  ④ 参加者数：66名（建築関係者 24名、行政職員 42名） 

  ⑤ 講演内容・講師 

   ・第１部「トイレの今までとこれから」 

小林 純子 氏（設計事務所ゴンドラ所長/一般社団法人日本トイレ協会副会長） 

   ・第２部「まちづくりのなかで建築士にできること」 

     大原 一興 氏（横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院教授 

             /横浜市福祉のまちづくり推進会議会長） 

   ・講師対談 

 

  エ 「わかりやすい印刷物のつくり方」の発行 

   初版発行から 8年が経過していることから、市民局広報課と検討を行い、改定版を作成。 

（平成 30年 4月にウェブで公表、7月に印刷し関係機関に配布） 
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２ 高齢者・障害者等に配慮した路線バス整備事業 

  車いす使用者、高齢者、障害者やベビーカー利用者など誰もが乗降しやすいノンステップバス

の導入を促進するため、横浜市内に営業所をもつ民営バス事業者に対し、導入に係る経費の一部

を補助する。 

 

・平成 29年度補助台数：69台 

 
 （参考：市内バス事業者のバス保有台数とノンステップバス導入率） 

 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ 
保有台数（台） １，９４５ １，９５３ ２，０５０ ２，０４６ 

導入率（％） ６５．２％ ６７．６％ ６７．９％ ７２．５％ 

 
 
３ 鉄道駅舎エレベーター等設置事業 

  高齢者・障害者を含むすべての人が生活し、活動しやすいまちづくりを推進するため、移動の

拠点となる鉄道駅舎において鉄道事業者がエレベーターを設置する際に、経費の一部を補助する。 
 
  ・平成 29 年度補助実績： 

JR 横浜線 菊名駅 エレベーター１基及び多目的トイレ１箇所（汚物流し専用装置付き） 

 

 【参考】駅の段差解消について 

  ① JR菊名駅（JR、東急電鉄、横浜市道路局） 

JR 線と東急東横線の乗換改善と、改札階からホーム階までのエレベーターを設置する等、バ

リアフリー化を図るため平成 26 年度に駅舎改良工事に着手。（併せて、西口自由通路整備事業

も実施。）平成 29 年 12 月に JR 菊名駅の新駅舎の一部と東西自由通路のバリアフリー化がなさ

れ、平成 30 年 2 月に JR 菊名駅の新駅舎内のエレベーターの供用を開始。なお、工事全体の完

成は平成 30年度を予定。 

 

② JR 関内駅北口（JR、横浜市都市整備局） 

平成 26 年度に北口の駅舎改良工事に着手。平成 29 年４月に北口新駅舎内のエレベーターの

供用が開始され、バリアフリー化が完了。引き続き、ホーム拡幅工事等を行い、平成 30年度の

事業完了を目指す。 

 

③ JR 石川町駅南口（JR、横浜市都市整備局） 

改札階からホーム階までのエレベーターを設置予定。平成 27年度に詳細設計、平成 28年度

に工事着手。平成 30年３月に大船方面行きホームエレベーターの供用を開始。平成 30年度に

横浜方面行ホームエレベーター、多目的トイレ設置等を進め、事業完了を目指す。 

 

 



事業内容

　「横浜に関わる全ての人がお互いを尊重し、助け合う、

人の優しさにあふれたまちづくり」を実現するため、

ハード（施設の整備）とソフト（思いやりの心の育成）

を一体的に取り組み、福祉のまちづくりを推進します。

１　福祉のまちづくり条例推進事業 849万円

東京2020オリンピック・パラリンピックの開催を見据

え、国がバリアフリーのガイドラインを改正しているこ

とを受けて、本市でも「施設整備マニュアル」等を見直

します。

（１）「福祉のまちづくり推進会議」の開催

（２）福祉のまちづくり条例に基づく施策の検討

（３）福祉のまちづくり普及啓発

（４）条例対象施設についての事前協議・相談等

２　高齢者・障害者等に配慮した路線バス整備事業

3,033万円

誰もが乗降しやすいノンステップバスの導入を促進

するため、導入に係る経費の一部を補助します。

民間事業者への補助 55台

平成30年度福祉のまちづくり推進事業　予算概要

3,882万円

3,877万円

だれにもやさしい
福祉のまちづくり
推 進 事 業

－県

国 －

本 年 度

前 年 度

４

差 引

6,089万円

△2,207万円

５万円

本
年
度
の
財
源
内
訳 市　費

その他
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